
 

 

 

 

 

外国人観光客等に対する自転車ルール・マナー啓発コンテンツ作成及び 

情報発信業務に係るプロポーザル 募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

● 応募書類の提出期限 

  令和４年８月３１日（水）午後５時まで 

 

● 問合せ先及び応募書類提出先 

  京都市 建設局 自転車政策推進室 安全利用担当（田端、土屋） 

  〒６０４－８５７１ 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  電 話：  ０７５－２２２－３５６５ 

  ＦＡＸ： ０７５－２１３－００１７ 

  E-mail： jitenshaseisaku@city.kyoto.lg.jp 

  



 

 

１ 事業名 

観光客等に対する自転車ルール・マナー啓発コンテンツ作成及び情報発信業務 

 

２ 委託業務の事業内容 

 別紙「業務委託仕様書」による。 

 

３ 委託金額の上限 

 ４，５００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

  

４ 委託期間 

契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 

５ 参加事業者の資格 

本業務に関する十分な履行能力を判断するため、本業務の受託を希望し、提案書を提出する

事業者（以下「受託希望者」という。）は、次の要件を全て満たさなければならない。 

ア 本市の競争入札参加有資格者又は京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に掲げる 

資格を有する者。 

イ 応募者の公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱 

第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていないこと。 

ウ 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があっ 

たとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過

しない者でないこと。 

エ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８ 

条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年

を経過しない者でないこと。 

オ 団体又はその代表者が、事業者として行う業務に関連する法規に違反するとして関係機 

関に認定された日から２年を経過しない者でないこと。 

カ 団体又はその代表者が京都市暴力団排除条例第２条第３号から第５号に該当する者でな 

いこと。 

キ 予定技術者のうち少なくとも一人が、平成２４年４月以降に以下に示す同種又は類似業 

務について完了した実績を有すること。 

※同種又は類似業務：国又は地方自治体が発注した観光客等に対する啓発に関する業務 

 

６ スケジュール 

（１）公募開始：８月 ９日（火） 

（２）質疑受付：８月 ９日（火）～１８日（木） 

（３）質疑回答：８月１９日（金）～２３日（火） 

（４）書類提出：８月２４日（水）～３１日（水） 

（５）審  査：９月 １日（木）～ ６日（火） 



７ プロポーザルに係る質疑 

（１）質問方法 

・ 応募方法や委託業務の仕様内容等について質疑がある場合は、質疑書（様式なし）を

電子メールにより送付すること。 

・ 軽微な質問を除き、口頭による質疑は受け付けない。 

・ 電子メールの件名は以下のとおり記載し、メール送信後、電話で受信確認を行うこと。 

◆メール件名：【●●（法人名）】自転車ルール・マナー、プロポーザルに関する質疑 

◆メールアドレス：jitenshaseisaku@city.kyoto.lg.jp 

◆電 話 番 号：０７５－２２２－３５６５ 

（２）質問期間 

令和４年８月９日（火）から８月１８日（木）午後５時まで 

（３）回答方法 

質疑に対する回答は、８月２３日（火）までに自転車政策推進室ホームページに公開する。 

 

８ 応募書類の提出等 

（１）応募書類の提出 

ア 書類提出期間 

  令和４年８月２４日（水）から８月３１日（水）午後５時まで 

イ 提出書類 

・（様式１）申込書 

・（様式２）法人の概要 

・（様式３）実績報告書 

・（様式４）業務実施体制 

・（様式５）企画書 

・（様式なし）見積書 

※ 消費税込みの見積総額を記載すること。また、企画の履行において生じる作業

経費の内訳も記載すること。 

（２）提出部数 

  ・申込書…１部 

  ・その他…正本１部、コピー６部の計７部を提出すること。 

※ 提出書類は、理由の如何に関わらず返却しない。 

※ 書類は全てＡ４サイズとし、左上をホチキスで綴じること。 

（３）提出方法 

  提出書類は、以下の提出先に持参すること。なお、持参する際は、予め来庁時刻の目

安を電話で報告してから来庁すること。 

（４）提出先 

 〒６０４－８５７１ 

    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所分庁舎３階 

建設局自転車政策推進室 安全利用担当 田端・土屋 

 

 



９ 審査方法 

（１）審査体制  

受託候補者の選定に関する審査は、以下の５名の審査員が行い、その平均点を提案者の得

点とする。 

・ 建設局自転車政策推進室長 

・ 建設局自転車政策推進室計画調整課長 

・ 建設局自転車政策推進室調整係長 

・ 建設局自転車政策推進室計画推進係長 

・ 建設局自転車政策推進室担当係長 

（２）審査期間 

令和４年９月１日（木）～９月６日（火） 

また、期間中、必要に応じて受託希望者に対しヒアリングを行うことがある。 

（３）審査・採点方法、採点基準 

   別紙「受託候補者選定基準」のとおり 

（４）受託候補者の決定 

・ 受託希望者から提出された提案書等の内容について評価し、最高得点の提案を行った

者を受託候補者として選定する。ただし、最高得点者が２者以上となった場合には審査員

で協議のうえ、１者を受託候補者として選定する。 

・ 受託希望者が１者の場合は、採点の結果、審査員の平均点が、１００点満点中６０点以

上の場合、適切に業務を遂行できると総合的に判断し選定することとする。 

・ 受託希望者が２者以上の場合でも、採点の結果、審査員の平均点が、１００点満点中６

０点以上の者がない場合、受託候補者を選定しないこととする。 

（５）審査結果の通知、審査内容の開示 

・ 受託候補者の選定後、速やかに第１順位の提案を行った受託希望者に対して、受託候補

者として選定された旨を文書により通知する。 

・ 受託候補者に選定されなかった者に対しては、受託候補者に選定されなかった旨を文

書で通知する。なお、通知を受けたものは、通知を受けた日から休日を除く５日以内に、

京都市に対し、通知の内容に関して書面により説明を求めることができる。 

 

１０ その他 

（１）提案に当たっての留意事項 

参加事業者は次のアからオに留意し参加すること。 

ア 確実に制作可能な内容を提案すること。 

イ 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ウ 提案時提出物は、提出者に返却しない。 

エ 提案時提出物について、本市は提出者に無断で使用しない。 

オ 本募集において本市から得た情報、資料、電子データ等について、無断で第三者に提

供すること及び他の目的に利用することを禁ずる。 

（２）審査結果の公表 

 選定後は選定業者名及び評価得点等をホームページで公表する。 

 


